
印
度
學
佛
教
學
研
究
第
三
十
八
雀
第

一
號

卒
成
元
年
十
二
月

権
力
統
制
下
に
於
け
る
仏
教

の
可
能
性

明
治
維
新
政
府

の
宗
教
政
策
を
通
し
て
の

一
考
察松

岡

暁

洲

慶
応
三
年

(
一
八
六
七
)
十
月
十
四
日
、
徳
川
慶
喜
は
大
政
を
奉
還
。

こ
こ
に
江
戸
幕
府
は
そ
の
幕
を
閉
じ
た
。
同
年
十
二
月
九
日

「神
武
創

業
之
始
」
に
も
と
つ
く
王
政
復
古
の
宣
言
が
発
せ
ら
れ
、
翌
年
、
近
代

国
家
と
し
て
の
明
治
維
新
政
府
が
誕
生
す
る
。
こ
の
維
新
政
府

の
根
本

方
針
立
案
者
は
、
平
田
篤
胤
門
下
で
あ
る
大
国
隆
正
、
天
野
玄
道
、

玉

松
操
、
福
羽
美
静
な
ど
で
あ

っ
た
。
彼
ら
は
、
天
皇

の
絶
対
権
を
国
学

の
復
古
神
道
で
理
論
付
け
、

天
皇

の
神
格
化
を
目
指
し
て
い
た
。

奈
良
時
代
か
ら
あ

っ
た
神
仏
習
合
思
想
は
、
以
後
、
本
地
垂
述
説
の

発
展
と
共
に
、
徳
川
時
代
に
は
広
く
民
衆

の
信
仰
の
底
流
を
な
し
て
い

た
が
、
維
新
の
成
就
を
支
持
し
、
そ
れ
に
貢
献
し
た
平

田
派

に

と

っ

て
、
千
年
以
上
に
わ
た
る
仏
教
優
勢
の
神
仏
習
合
思
想
を
清
算
し
、
神

仏
分
離
の
政
策
を
と
る
こ
と
は
当
然
の
要
求
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

徳
川
幕
府
の
仏
教
保
護
政
策
は
、
仏
教
を
封
建
社
会
の
御
用
宗
教
と

な
し
、
仏
教
僧
が
幕
府
権
力
に
屈
従
し
て
、
そ
の
代
償
と
し
て
得
て
い

た
生
活
の
安
定
は
、
仏
教
家
の
堕
落
を
招
き
、

大
衆

の
心
を
仏
教
か
ら

離
反
さ
せ
て
い
た
。
ま
た
、
仏
教
教
団
は
、
厭
世
的
、
非
生
産
的
、
反

近
代
的
存
在
で
あ
り
、
近
代
統

一
国
家
形
成
に
伴
う
富
国
強
兵
、
殖
産

興
業

の
推
進

に
、
障
害
を
な
す
存
在
で
あ

っ
た

の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
背
景

の
も
と
で
、
明
治
維
新
政
府

の
宗
教
政
策
は
推
し
進
め
ら
れ
て

い
く
。

明
治
元
年
三
月
十
三
日
、
神
祇
官
再
興
の
宣
言
は
、
祭
政

一
致
を
標

樗
す
る
天
皇
親
政
の
行
政
組
織
実
現

の
第

一
歩

で
あ

っ
た
。
こ
れ

よ

り
、
全
国

の
諸
神
社
は
神
紙
官
に
所
属
す
る
こ
と
に
な

っ
た
が
、
神
祇

官
再
興
の
布
告
か
ら
四
日
後
、
神
仏
分
離
令
が

下
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

神
仏
分
離
令
と
は
、
明
治
元
年
三
月
十
七
日

の

「諸
国

神

社

の
別

当
、
社
僧
復
飾
の
令
」
か
ら
、
同
年
十
月
十
八
日
の

「法
華
宗
三
十
番

神
の
称
を
禁
止
」
す
る
御
沙
汰
ま
で
の
法
令

の
総
称
で
あ
る
。
こ
の
神

仏
分
離
令
を
機

に
、
全
国
各
地
で
廃
寺
、
合
寺
運
動
が
起
こ
り
、
廃
仏

殿
釈
の
嵐
が
吹
き
荒
れ
る
。
永
年
、
仏
教
に
圧
迫
さ
れ
て
き
た
神
職
者

た
ち
は
、
人
々
を
扇
動
し
た
。
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神
仏
分
離
令
の
な
か
で
、
廃
仏
殿
釈
の
根
拠
と
な
っ
た
の
は
、
三
月

十
七
日
の
令
と
、
同
月
二
十
八
日
に
出
さ
れ
た

「神
仏
分
離
の
令
」
で

あ

っ
た
。
政
府
の
意
図
は
神
仏
判
然
で
あ
り
、
必
ず
し
も
廃
仏
殿
釈
で

は
な
か

っ
た
が
、
廃
仏
の
嵐
は
、
同
四
年
七
月
十
四
日
の
廃
藩
置
県
の

頃
ま
で
続
い
て
い
く
の
で
あ
る
。

明
治
二
年
五
月
二
十

一
日
、
天
皇
か
ら
行
政
官
な
ど
に
対
し
て
下
さ

れ
た
御
下
問
書
は
、
天
祖
列
聖
の
祭
政

一
致

の
政
治
を
復
興
す
る
施
設

案
を
問
う
た
も
の
で
あ

っ
た
。
そ
の
中
に

「中
世
以
降
人
心
楡
薄
外
教

コ
レ
ニ
乗

シ
皇
道
ノ
陵
夷
終

二
近
時
ノ
甚
キ

ニ
至
ル
」
と
あ
り
、
仏
教

は
国
政
を
妨
害
す
る
存
在
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。

明
治
元
年
か
ら
二
年
に
か
け
て
行
わ
れ
た
神
仏
分
離
政
策
は
、
仏
教

に
未
曽
有
の
危
機
を
も
た
ら
し
た
が
、

半
面
、
計
り
知
れ
な
い
意
義
を

も
有
し
て
い
た
は
ず
で
あ

っ
た
。
神
仏
分
離
令
が
、
仏
教
を
国
家
権
力

と

の
結
合
か
ら
切
り
離
し
、
神
道
優
位

の
祭
政

一
致
を
意
図
し
た
も
の

で
あ

っ
た
が
故
に
、
仏
教
側
に
と

っ
て
は
、
過
去
千
有
余
年
に
わ
た

っ

て
密
着
し
て
き
た
権
力
と
の
力
関
係
か
ら
脱
却
し
、
仏
教
本
来
の
姿
を

追
求
す
ぺ
き
絶
好
の
機
会
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
仏
教
に
と

っ

て
、
明
治
維
新
政
府
の
仏
教
統
制
は

「逆
縁
」
と
は
な
ら
な
か

っ
た
。

明
治
三
年

一
月
三
日
の
大
教
宣
布
の
詔
の
発
布
か
ら
、
同
八
年
十

一

月
二
十
七
日
、
信
教
の
自
由
を
保
証
す
る
と
い
う
政
府
の
口
達
ま
で
の

八
年
間

に
、
さ
ま
ざ
ま
な
政
策
が
打
た
れ
て
い
く
。

こ
の
間
に
仏
教
は

完
全
に
国
家
権
力

の
統
制
下
に
置
か
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
信
教
の

自
由
を
口
達
し
た
時
期
は
、
ち
ょ
う
ど
中
央
政
府
と
し
て
の
体
制
を
整

え
始
め
た
時
期
に
相
当
す
る
。

廃
仏
殿
釈
の
運
動
が
、
全
国
各
地
で
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
た
明
治
三

年
、
年
頭
の
一
月
三
日
に
大
教
宣
布

の
詔
勅
が
出
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、

維
新
の
折
り
で
あ
る
か
ら
、
祭
政

一
致

の
方
針

を
更
に
明
ら
か
に
す
る

こ
と
、
及
び
、
惟
神
の
道
を
宣
揚
す
る
た
め
の
宣
教
師
を
任
命
し
て
、

全
国
に
布
教
さ
せ
る
と
い
う
趣
旨

の
も

の
で
あ

っ
た
。

続
い
て
同
年
九
月
六
日
に
は
、
氏
子
取
調
べ

の
政
策
が
打
ち
出
さ
れ

る
。

こ
れ
は
、
徳
川
幕
府
が
整
備
し
た
宗
門
人
別
帳
を
寺
院
か
ら
取
り

上
げ
、
新
た
に
国
民
を
神
社
の
管
理
下
に
置
く

た
め
の
も

の

で

あ

っ

た
。

こ
れ
ま
で
の
寺
請
証
文
に
代
わ
る
も
の
と

し
て
、
産
土
神
社
に
氏

子
と
し
て
の
名
簿
を
提
出
さ
せ
、
そ

の
印
証
を
受
け
さ
せ
る
べ
き

こ
と

を
諸
藩
に
通
達
。

こ
の
氏
子
調
べ
は
、
明
治
維
新
政
府
が
目
指
し
た
神

道
国
教
化

へ
の
具
体
的
で
強
力
な
政
策
で
あ

っ
た
。

続
く
同
年
十
二
月
二
十
六
日
の
太
政
官

の
布
告
は
、

一
般

僧

侶

の

「
糊
口
安
逸
ヲ
貧

ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
甚

シ
キ

ハ
政
教
ヲ
害
ス
ル
ノ
徒
之
有

ル
趣
」
を
取
締
り

「今
後
銘

々
自
反
、
僧
律
ヲ
守
リ
、
文
明
維
新
之
御

主
意
ヲ
奉
体
致

ス
ヘ
キ
」
こ
と
を
命
じ
た
統
制
政
策
で
あ

っ
た
。

明
治
四
年

一
月
五
日
、
「社
寺
領
上
知
令
」
が
公
布
さ

れ

る
。
幕
府

や
諸
藩
の
領
地
は
、
既
に
政
府

の
所
有
す
る
と

こ
ろ
と

な
っ
て

い
た

が
、
社
寺

の
み
が
領
地
を
私
有
し
て
い
た
た
め
、
そ
れ
を
全
て
没
収
し

た
の
で
あ
る
。
同
年
七
月
四
日
、
「
大
小
神
社
氏
子
取
調
規

則
」
七
ヶ

権
力
統
制
下
に
於
け
る
仏
教
の
可
能
性

(松

岡
)
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権
力
統
制
下
に
於
け
る
仏
教
の
可
能
性

(松

岡
)

条
の
公
布
が
あ

っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
政
府
は
、
国
民
に
神
道
信
仰
を

強
制
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
明
治
六
年
五
月
二
十
九
日
の
氏
子
調

べ
停
止

の
指
示
が
出
さ
れ
る
ま
で
、
徹
底
し
て
続
け
ら
れ
る
。

同
五
年
三
月
十
四
日
、
神
祇
省
が
廃
止
。

こ
れ
に
代
わ
る
教
部
省
が

新
た
に
設
置
さ
れ
た
。
教
部
省
は
、
各
宗
の
教
義
や
教
則
、
社
寺
の
廃

合
な
ど
を
裁
決
す
る
機
関
と
し
て
発
足
。
同
年
四
月
二
十
五
日
、
そ
こ

に
教
導
職
が
設
け
ら
れ
る
。
教
導
職
に
は
、
神
道
家
の
ほ
か
に
、
天
台

宗

・
正
覚
院
豪
海
、
真
宗

・
本
願
寺
光
尊
、
禅
宗

・
永
平
寺
環
渓
、
古

義
真
言
宗

・
宝
性
院
良
基
と
い
っ
た
仏
教
家
も
任
命
さ
れ
た
。
廃
仏
政

策
が
成
果
を
上
げ
、
無
力
化
し
た
仏
教
家
を
今
度
は
積
極
的
に
利
用
す

る
と
い
う
政
策

に
で
た
の
で
あ
る
。

こ
の
神
仏
提
携
に
よ
る
国
民
教
化
は
、
幕
末
よ
り
次
第
に
広
ま

っ
て

き
た
キ
リ
ス
ト
教
に
対
処
す
る
た
め
の
手
段
で
も
あ

っ
た
。
明
治
維
新

後
、
、諸
外
国
と

の
交
際
が
盛
ん
に
な
る
に
つ
れ
、
キ
リ
ス
ト
教
は
、
徐

々
に
勢
力
を
増
し
て
き
た
が
、
政
府
は
異
教
の
進
出
に
伴

っ
て
、
国
内

に
政
体
批
判
が
起
き
る
こ
と
を
恐
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
状
況
の

な
か
、
仏
教
家
達
は
、
教
導
職
の
設
置
を
機

に
異
教
防
衛
と
大
教
宣
布

の
た
め
に
う
ま
く
利
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
政
府
は
彼
ら
に
仏
教
独
自

の
活
動

を
許
さ
ず
、
教
導
職
の
階
級
も
神
道
家
の
下
に
置

い
て
い
た
。

教
導
職
が
設
け
ら
れ
た
明
治
五
年
四
月
二
十
八
日
、
「
三
条
ノ
教
則
」

が
交
付
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
「敬
神
愛
国
ノ
旨
ヲ
体
ス
ヘ
キ

事
」

「天
理
人
道
ヲ
明

ニ
ス
ヘ
キ
事
」
「皇
上
ヲ
奉
戴

シ
朝
旨
ヲ
遵
守

セ

シ

ム
ヘ
キ
事
」
の
三
力
条
か
ら
な
り
、
教
導
職

に
つ
い
た
者
が
大
教
を
宣

布
す
る
た
め
の
基
準
と
す
べ
き
教
則
で
あ

っ
た
。
以
後
、
教
導
職
に
よ

る
宣
教
活
動
は
、
着

々
と
成
果
を
あ
げ
て
い
り
た
が
、
同
六
年
二
月
十

日
、
落
語
家
、
講
釈
師
、
歌
舞
伎
俳
優
を
も
教
導
職
に
起
用
す
る
。

三
条
教
則
交
付
直
前
の
四
月
二
十
五
日
、

太
政
官
布
告
と
し
て
、
僧

侶
の
肉
食
、
妻
帯
、
蓄
髪
が
許
可
さ
れ
て
い
た
。
仏
教
が
永
き

に
わ
た

っ
て
維
持
し
、
継
承
し
て
き
た
伝
統
は
、

こ
の
時
、

国
家
権
力

の
手
に

よ
っ
て
破
壊
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

求
道
の
心
乏
し
い
僧
侶
の

な
か
に
は
、
こ
の
布
告
を
喜
び
、
還
俗
す
る
者

さ
え
現
れ
た
。
僧
侶
の

肉
食

・
妻
帯
は
、
出
家
と
在
家
の
区
別
を
曖

昧
に
し
、
戒

の
廃
棄
は
や

が
て
定

・・慧
に
ま
で
及
ぶ
事
態
を
誘
発
さ
せ
た
。
こ
れ
は
ま
さ
に
精
神

的
廃
仏
殿
釈
で
あ
り
、
外
面
的
な
廃
仏
以
上

の
大
き
な
効
果
を
生
じ
た

の
で
あ
る
。

こ
う
し
た

一
連
の
政
策
に
対
し
て
、
仏
教
側
が
考
え
出

し

た

対

策

は
、
大
教
院
の
設
置
案
で
あ

っ
た
。
大
教
院
設
立
の
請
願
書
は
、
諸
宗

本
山
連
署
で
、
明
治
五
年
五
月
、
教
部
省
に
提

出
さ
れ
た
が
、

そ
こ
に

は
大
教
院
を
仏
教
諸
宗
合
同
の
教
育
機
関
と
す

る
旨
が
述
べ
ら
れ
て
い

る
。
こ
れ
に
対
し
て
政
府
は
、
神
道
の
教
導
職

を
参
加
さ
せ
た
大
教
院

の
設
立
を
許
可
し
、
結
局
、
神
仏
合
同
の
教
育
機
関
と
し
て
し
ま
う
の

で
あ
る
。
大
教
院
の
建
物
が
で
き
あ
が

っ
た
明
治
六
年

一
月
十
日
、
開

院
式
が
と
り
行
わ
れ
た
。
そ
こ
で
は
、
各
宗

の
管
長
が
法
衣
を
着
け
、

神
道
家
達
の
後
に
従

っ
て
柏
手
を
打

っ
た
。

そ
し
て
、
袈
裟
を
着
け
た
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身
で
魚
鳥
や
野
菜
を
棒
げ
、
神
前
に
ひ
ざ
ま
ず
い
た
と
い
う
。

中
央
の
大
教
院
に
対
し
て
、
地
方
に
設
け
ら
れ
た
中
教
院
は
、
各
府

県
内
の
小
教
院
を
統
轄
し
、
教
導
職
新
補
、
昇
格
試
験
施
行
の
任
に
あ

た

っ
た
。

こ
れ
ら
中

・
小
教
院
は
大
教
院
の
機
能
を
助
け
て
、
辺
地
に

至
る
ま
で
、
皇
道
化
の
実
を
あ
げ
る
こ
と
を
目
的
に
置
か
れ
た
も
の
で

あ
る
。
当
時

の
調
査
で
は
、
全
国
に
神
社
が
約
七
万
四
千
、
寺
院
が
約

八
万
七
千
あ
る
と
い
わ
れ
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
小
教
院
と
し
て
の
役
割

を
果
た
し
て
い
た
。
こ
う
し
て
神
道
の
国
教
化
は
、
確
実
に
推
し
進
め

ら
れ
て
い
く

の
で
あ
る
。

明
治
七
年
七
月
、
大
教
院
教
導
職

の
試
験
問
題
と
し
て
、
十
七
兼
題

の
発
表
が
あ

っ
た
。
明
治
六
年
初
頭
に
は
、
既
に
十

一
兼
題
が
実
施
さ

れ
て
い
た
が
、
両
者
併
せ
て
二
十
八
兼
題
は
、
三
条
教
則
を
基
本
に
し

た
も
の
で
あ
り
、
実
に
仏
教
各
派
の
教
義

の
変
容
を
迫
る
も
の
で
あ

っ

た
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
こ
に
至
っ
て
国
家
権
力
は
、
仏
教
思
想
そ
の
も

の
に
ま
で
干
渉
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
十

一
兼
題
の
な
か
に
は
、
神
徳

皇
恩
、
天
神
造
化
、
愛
国
、
神
祭
、
鎮
魂
、

大
祓
と
い
っ
た
課
題
が
あ

う
、
十
七
兼
題
に
は
、
皇
国
国
体
、
皇
政

一
新
、

万
国
交
際
、
富
国
強

兵
、
文
明
開
化
、
権
利
義
務
な
ど
が
あ

っ
た
。
こ
れ
を
毎
月

一
題
ず

つ

ま
と
め
て
、
教
部
省

へ
提
出
す
る
の
で
あ
る
。

明
治
八
年
以
降
、
政
府
の
宗
教
政
策
は
、
徐

々
に
転
換
を
み
せ
始
め

る
。
政
府

は
こ
れ
ま
で
と
は
逆
に
、
仏
教
家
の
宗
教
活
動
を
自
由
放
任

の
方
向

へ
と
移
行
さ
せ
て
い
く
。
そ
れ
は
、
明
治
元
年
か
ら
矢
継
ぎ
早

に
打
ち
出
し
た
諸
政
策
に
よ

っ
て
、
仏
教
が
完

全
に
国
家

の
統
制
下
に

置
か
れ
て
し
ま

っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

明
治
八
年
五
月
三
日
、
教
部
省
達
で

「神
仏
各
宗
合
併
布
教
」
差
し

止
め
。
大
教
院
解
散
。
布
教
の
自
由
が
口
達
。

同
年
十

一
月
二
十
七
日

に
は
、
将
来
に
お
い
て

「信
教
の
自
由
保
障
」
が

口
達
さ
れ
た
。

こ
こ

に
明
治
維
新
政
府
の
宗
教
政
策
は
、

一
往

の
完
了
を
見
、
天
皇
を
頂
点

と
し
た
絶
対
君
主
制
が
ほ
ぼ
確
立
し
た
と
み
て
よ
い
。

以
後
の
政
策
を
拾
い
出
し
て
み
る
と
、
明
治
九
年
九
月
、
転
宗

・
転

教
の
許
可
。
翌
十
年

一
月
十

一
日
、
教
部
省
が

廃
止
さ
れ
る
。

明
治
十
二
年
六
月
四
日
、
同
二
年
六
月
創
建

の
東
京
招
魂
社
が
、
靖

国
神
社
と
改
称
さ
れ
て
い
る
。
同
十
三
年
七
月
六
日
に
は
、
内
務
省
指

令

「古
社
寺

の
保
存
方
法
の
件
」
が
出
さ
れ
、
史
跡
と
し
て
扱
わ
れ
る

社
寺
が
現
れ
て
、
仏
教
が
形
骸
化
し
始
め
る
第

一
歩
と
な
っ
た
。

明
治
維
新
を
日
本
の
宗
教
社
会
史
的
に
見
た
場
合
、
そ
れ
は
民
族
宗

教
社
会

の
復
興
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
明
治
維
新

政
府

の
宗
教
政
策

の
進
展
は
、
普
遍
宗
教
で
あ

る
仏
教
が
、
国
家
権
力

に
よ
っ
て
、
民
族
宗
教
の
内
に
包
摂
さ
れ
て
い
く
過
程
で
あ

っ
た
と
い

え
る
。
当
時

の
仏
教
家
の
な
か
に
は
、
こ
う
し
た
危
機
的
状
況
に
対
し

て
、
対
応
策
や
改
革
案
を
考
え
出
し
た
者
も
い
た
。
し
か
し
、
彼
ら
の

発
想
は
、
主
に
キ
リ
ス
ト
教

の
進
出
に
対
す
る
護
法
意
識
で
あ
り
、
神

道
に
よ
る
弾
圧
と
い
っ
た
被
害
者
的
法
難
意
識

に
基
づ
い
て
い
た
。

し
か
も
、
当
時

の
大
多
数
の
仏
教
家
が
支
持
し
た
護
国
の
国
と
は
、

権
力
統
制
下
に
於
け
る
仏
教
の
可
能
性

(松

岡
)
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神
格
化
さ
れ
絶
対
的
な
存
在
に
な
り

つ
つ
あ
る
天
皇
を
中
心
と
し
た
国

で
あ
り
、
そ
こ
に
国
民
の
概
念
は
、
全
く
欠
如
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

維
新
政
府
の
宗
教
政
策

の
元
意
は
、
た
ん
に
仏
教
優
位
を
覆
し
、
神

道
の
優
位
を
確
立
す
る
こ
と
だ
け
を
目
指
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

神
道
は
宗
教
と
し
て
は
、
は
な
は
だ
未
成
熟
で
あ
り
、
教

義

の
論

理

的
、
哲
学
的
体
系
化
も
、

ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
い
な
い
状

態

に
あ

っ

た
。

こ
の
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、
神
道
が
近
代
国
家
の
宗
教
的
基
盤

に
な
り
う
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
政
府
は
神
道
も
含

め
た
仏
教
、

キ
リ
ス
ト
教
等
の
宗
教
を
巧
み
に
利
用
し
た
。
そ
の
目
的

が
専
制
国
家
体
制
を
築
き
上
げ
る
と
こ
ろ
に
あ

っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で

も
な
い
。
明
治
維
新
政
府
に
と

っ
て
の
宗
教
と
は
、
あ
く
ま
で
国
家
権

力
の
手
段
と
し
て
の
存
在
で
あ

っ
た
。
故
に
、
国
家
権
力
は
、
神
道
を

国
民
道
徳

の
宗
教
的
基
盤

に
す
る
と
い
う
よ
り
前
に
、
特
殊
な
国
民
道

徳
そ
の
も

の
を
教
義
と
す
る
心
情
的
、
忠
君
愛
国
的
道
徳
、
あ
る
い
は

天
皇
教
と
も
い
う
べ
き
宗
教
形
成
の
た
め
に
、
教
義
な
く
哲
学
な
き
神

道
を
最
大
限
に
利
用
し
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
た
め
に
、
神
道

優
遇
と
い
う
時
代
錯
誤
的
な
政
策
は
、
国
家
の
体
制
が
整
う
に
つ
れ
て

希
薄
な
も

の
と
な

っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

多
少
の
曲
折
は
あ

っ
て
も
、
明
治
二
十
二
年
二
月
十

一
日
の
大
日
本

帝
国
憲
法

の
公
布
に
い
た
る
ま
で
の
政
策
は
、
国
家
権
力

の
思
惑
通
り

に
進
め
ら
れ
て
い
く
。
帝
国
憲
法
成
立
は
、
い
わ
ぽ
天
皇
教

の
教
義
と

も
い
う
べ
き
も

の
の
成
立
で
あ

っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

仏
教
は
、
我
が
生
命
の
内
奥

に
広
が
り
行
く
壮
大
な
精
神
世
界
の
指

導
原
理
で
あ
る
。
そ
こ
に

一
切

の
世
俗
的
権
力
が
入
り
込
む
余
地
が
あ

っ
て
は
な
ら
な
い
。
遠
く
釈
尊

の
樹
下

の
成
道

に
源
を
発
す
る
仏
教

の

歴
史
を
通
覧
し
た
と
き
、
そ
の
正
流
に
棟
さ
す
仏
教
者
達
は
、
常
に
国

家
権
力
と
の
間
に

一
定

の
距
離
を
置
き
、
権
力
者
か
ら
の
圧
迫
や
迫
害

が
あ
る
と
、
ま
す
ま
す
そ
の
信
仰
を
固
く
し
て
い
っ
た
。
明
治
維
新
の

神
道
国
教
化
政
策
は
、
ま
さ
に
国
家
権
力
に
ょ
る
仏
教
弾
圧
と
い
っ
て

よ
い
。
そ
れ
に
対
す
る
当
時
の
仏
教
者
達
の
対
応
は
、
あ
ま
り
に
も
無

気
力
で
あ
り
、
状
況
認
識
も
的
確
で
は
な
か
っ
た
。
時
代
に
生
き
延
び

よ
う
と
し
て
仏
教
教
団
が
と

っ
た
道
、
そ
れ
は
国
家
権
力
に
進
ん
で
迎

合
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
廃
仏
殿
釈
の
打
撃
を
回
復
す
る
と
い
う
道
で

し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

明
治
維
新
よ
り
百
年
を
待
た
ず
し
て
、
国
家
神
道
は

一
往
の
終
焉
を

告
げ
る
。
し
か
し
、
戦
後
四
十
四
年
を
へ
た
今

目
、
権
力
が
用
い
て
き

た
忠
者
愛
国
、
敬
神
崇
祖
と
い
っ
た
国
民
感
情

を
巧
み
に
宗

教

化

し

て
、
国
民
を
統
制
す
る
と
い
う
方
法
は
、
い
ま
だ
に
存
続
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
明
治
維
新
政
府

の
宗
教
政
策
と
、
そ
れ
に
対
応
し
た
仏
教
家

の
行
動
か
ら
、
仏
教
の
可
能
性
を
探
る
と
共
に
、
仏
教
者
の
あ
る
べ
き

姿
を
示
す
試
み
は
、
現
在
、
急
務
の
作
業
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

<
キ
ー
ワ
ー
ド
>

明
治
維
新
、
神
仏
分
離
、
国
家
権
力
、
肉
食
妻
帯

(立
命
館
大
学
)
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